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豪雨災害による介護老人福祉施設などの要配慮者利用施設の被災事例が多数報告されてきている．また，

新型コロナ感染症の拡大を受け，福祉施設での感染防止の必要性が高まり，水害時には避難所での感染防

止対策も必要となる．本稿では，アンケート調査を基に，介護老人福祉施設における新型コロナ感染症対

策と水害という2つのリスクへの対応について，現状と課題について示す．  
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1. はじめに 

 

近年，我が国では人的被害を伴う甚大な水害が繰り返

し発生している．これらを引き起こす短時間豪雨や局地

的豪雨は今後も増加することが示唆されており1)，豪雨

災害対策は我が国の喫緊の課題である．これに対し，国

土交通省は『大規模氾濫に対する減災のための治水対策

のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識

社会」の再構築に向けて～』2)を出した．また，近年の水

害では高齢者が被災する事例が多く，要配慮者利用施設

でもある老人介護福祉施設における被災事例も多数報告

されている．例えば，平成28年台風10号による大雨によ

り，岩手県岩泉町の認知症グループホームが被災し，入

所者9名が命を失っている．平成30年7月豪雨においても

 
図-1 要配慮者利用施設避難確保計画策定状況(令和 2年 6月 30日現在)4) 
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介護老人福祉施設の被災や孤立が多数報告され3)，令和2

年7月豪雨では球磨村の特別養護老人ホームが被災し14

名の死者が発生した． 

これらに対し，水防法の改正において，水害及び土砂

災害の危険性がある社会福祉施設等の要配慮者利用施設

では避難確保計画及び訓練実施が義務化された．しかし

ながら，図-1に示すように，市町村の地域防災計画におい

て，避難確保計画の策定が必要な要配慮者利用施設を指

定していない基礎自治体も多く，指定された施設におい

ても計画策定率は5割程度に留まっている．一方，図-2に

示すように要支援・要介護認定者数は増加しており，2018

年には約658万人と全人口の5.2%を占めるまでに増加し

ている．近年の被災状況および要支援・要介護者の増加

に鑑みれば，介護老人福祉施設における災害対応は急務

であるといえる． 

また，2021年からの第8期介護保険事業計画の基本方針
6)において，「災害や感染症対策に係る体制整備」が新た

に追加され，市町村における介護保険行政の観点からの

取り組みもさらに重要となってくる．介護老人福祉施設

における感染症対策は従来から行われてきたが，新型コ

ロナ感染症の拡大および施設におけるクラスター発生等，

さらなる対策の強化が求められている． 

本稿では，平成30年7月豪雨および令和元年台風19号被

災県を対象としたアンケート調査を実施し，水害時の避

難および新型コロナ感染症対策についての現状と課題に

ついて報告する． 

 

 

2. アンケート調査の概要  

 

 本調査では表-1に示す県を対象とし，以下の条件のい

ずれかを満たす特別養護老人ホーム（以下，特養と記す）

と認知症高齢者グループホーム（以下，GHと記す）へ調

査票を郵送した． 

・ 市の地域防災計画において要配慮者利用施設として

指定されている施設 

・ 市のハザードマップにおいて浸水想定区域に指定さ

れている施設 

介護保険サービスは大きく居宅型・地域密着型・施設型

に分けられる．本調査では入居サービスである施設型と

地域密着型の中からそれぞれから最も多い施設として，

特養（9645施設，2016年）とGH（13,114施設，2016年）
7)を対象とした．多くの施設は複数の介護サービスを行

っており，その種類を図-3に示しておく．これより，シ

ョートステイやデイサービスを併設している事業所が多

いことが分かる．また，調査対象施設の入居定員を図-4

に示す．18名までの施設で6割以上を占めた．GHでは9名

を単位としたユニットケアでサービスを行っている施設

が多く，GHの2ユニットでのサービスが多いことを表し

ている． 

 

 

3. 高齢者福祉施設における避難の実態と課題 

 

自施設が浸水する可能性があるかどうかを問うた結果

を図-5に示す．本調査は浸水想定区域内の施設を対象に

実施しているが，浸水リスクがあることを認識している

のは7割程度であった．次に，豪雨災害が想定される場合

の避難方法について図-6に示す．これより，平屋以外で

は垂直避難もしくは垂直避難と水平避難の両方を検討し

ていることが分かる．なお，平屋で垂直避難となってい

る施設は隣接する建物への避難を意味している． 

 

図-2 要支援・要介護者の推移 5) 

表-1 アンケート調査概要 

調査期間 2020年6月 

サンプル数 209 

回収率 22% 

対象県 長野・福島・神奈川・栃木・愛媛・岡山・宮城・

埼玉・広島 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

 

図-3 対象施設の介護サービスの種類 

 

図-4 施設入居者数 

 

図-5 施設の浸水可能性 
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垂直避難の理由を図-7 に示す．これより，利用者の移

動に対する健康リスクへの不安が最も多い理由となった．

このことは，これまでのヒアリング調査結果においても

同様の回答が得られていた．また，比較対象として 2019

年 10月に，山口県・鳥取県・島根県を対象とした同様の

調査結果を図-8 に示す．対象地域・施設が異なるため，

単純な比較はできないが，利用者移動に対する不安を垂

直避難の理由としている施設の割合が，2019年では 64%

であったのに対し，本調査の結果では 79%となった．こ

れには新型コロナ感染症への懸念も影響している可能性

が考えられる．このことは，図-9に示すように，水平避

難場所で最も多いのが一般の避難所となっていることも

影響していると考えられる．福祉避難所が十分に準備さ

れていない市町村や他の老人介護福祉施設への避難がで

きない場合，移動中の健康リスクに加え，避難所内での

感染リスクも考えられる． 

 

 

4. 新型コロナ感染症対策に関する実態と課題 

 

施設においてマスクや手袋などの不足が指摘されてい

たため，ここではまず，感染症予防に関する備品の備蓄

状況について，平常時と 5月 1日現在の状況について調

査した結果を図-10に示す．マスク・手袋・アルコールに

ついて，約 4割の施設が平常時から約 1か月分の備蓄を

備えており，8～9割の施設で 2週間以上の備蓄を有して

いた．新型コロナ感染症が拡大していた 5/1においても，

ほぼ同様の傾向であった．しかし，スタッフが感染しな

いための N95 マスクに限定すると殆どの施設で備蓄が

無い状況であったことが分かる． 

図-11 に示すように，普段からマスクを着用していた

か否かについて確認したところ，約半数の施設で日常的

にマスクを着用しており，その割合は特養の方が高くな

っていた．また，図-12に示すように，普段からマスクを

着用している施設の方がマスクの備蓄量が多くなってい

ることが分かる． 

介護崩壊が指摘されていたことを踏まえ，職員が集ま

らないこと，および利用者への利用自粛への対応につい

て問うた結果を図-13 に示す．職員不足については約 3

割の施設が感じており，利用自粛については半数以上の

施設で困難だと感じていたことが分かる． 

また，図-14 に示すように，職員や利用者に感染者が

確認された場合の対応について，7 割程度の施設で対応

が不十分だと感じていることが分かる．コロナ禍におけ

 

図-6 施設階層別避難方法 

 

 

図-7 垂直避難の理由 

 

図-8 垂直避難の理由(2019) 

 

図-9 水平避難の場所 
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図-10 感染予防に関する備蓄 

 

図-11 平常時のマスク着用 

 

図-12 マスク着用有無と備蓄量 

 

図-13 介護サービスに対する影響 
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る水害避難については，「分からない」という回答が最

も多く，2 つのリスクへの対応は考えることが難しいと

いう状況が推察される．7 割の施設がコロナ禍における

水害時の避難方法について決定できておらず，どのよう

に対処すべきか検討できていない． 

感染者が確認された場合や水害によって被災した場合

に，利用者を他の施設で受け入れてもらうことが可能か

否かについて問うた結果を表-2 および表-3 に示す．GH

でも特養でも 4割程度の施設において，受け入れ態勢が

整っていないことが分かる．この現状に対し，地域防災

計画や要配慮者利用施設避難確保計画といった防災的視

点だけでなく，市町村における介護保険事業計画などの

福祉の視点からの取り組みも重要であることが分かる． 

 

 

5. おわりに 

 

本稿では水害と新型コロナ感染症という 2つのリスク

に対する介護老人福祉施設における取り組みの現状と課

題について示した．水害時の避難において，利用者の健

康リスクへの懸念が大きな影響を与えており，これに新

型コロナの影響が加わることにより，対応がより困難に

なっていることが示された．各施設での対応はもちろん

のこと，市町村といった地域での取り組みや福祉の観点

からの取り組みなどの対応が求められると考える． 
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図-14 コロナへの対応状況 

表-2 他施設での受け入れ（GH） 

 他法人 

可能 不可 

同一 

法人 

可能 17 (12%) 52 (37%) 

不可 15 (11%) 55 (40%) 

表-3 他施設での受け入れ可能性（特養） 

 他法人 

可能 不可 

同一 

法人 

可能 6 (17%) 11 (31%) 

不可 6 (17%) 39 (34%) 
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